
議案第３３号 

 専決処分につき承認を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年５月１３日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   専決処分につき承認を求めることについて        

甲賀市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のように専決処分したから、同

条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

                                      

                                     

専決第５号            

甲賀市税条例の一部を改正する条例の制定について 

別紙のとおり甲賀市税条例（平成１６年甲賀市条例第４５号）の一部を次のよう

に改正することにつき地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定に基づき専決する。 

 

   令和４年３月３１日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 



   甲賀市税条例の一部を改正する条例 

 甲賀市税条例（平成１６年甲賀市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第３４条の７第１項第１号オ中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成

２０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するも

のとされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する

民法法人を含む。）」を削る。 

 第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、

「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第

６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

 第７３条の２中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）」を加える。 

 第７３条の３中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講

じたものを含む。）」を加える。 

 付則第１０条の２第２項中「４分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「附

則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第２６項第１号イ」に改め、同条

第４項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」

に改め、同条第５項中「附則第１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６

項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第

１５条第２６項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」

を「附則第１５条第２６項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７

項第２号ロ」を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第

１５条第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１

０項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に

改め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６

項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則

第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３０項」を

「附則第１５条第２９項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第３４項」を「附

則第１５条第３３項」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第４２項」を「附則

第１５条第３９項」に改め、同条第１６項中「附則第１５条第４６項」を「附則第

１５条第４３項」に改め、同条中第１８項を第１９項とし、第１７項を第１８項と



し、第１６項の次に次の１項を加える。 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３と

する。 

 付則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」

に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、「熱損失防

止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特定熱損失防

止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修

住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工

事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

 付則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分

の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲賀市税条例の規

定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和３年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 
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議案第３３号参考資料 

甲賀市税条例新旧対照表 

改正案 現行 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１

項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金

銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額（当

該納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を

支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第３４

条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するもの

とする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えると

きは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１

項第１号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金

銭を支出した場合には、同項に規定するところにより控除すべき額（当

該納税義務者が前年中に同条第２項に規定する特例控除対象寄附金を

支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算し

た金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第３４

条の３及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するもの

とする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えると

きは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

（１） 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、規則で定めるもの （１） 次に掲げる寄附金又は金銭のうち、規則で定めるもの 

ア 所得税法第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定

した寄附金 

ア 所得税法第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定

した寄附金 

イ 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号

に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。） 

イ 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号

に規定する独立行政法人に対する寄附金（出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き、当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。） 

ウ 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政 ウ 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政
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法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するも

のに限る。） 

エ 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄附

金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主た

る目的である業務に関連するものに限る。） 

エ 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄附

金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法人の主た

る目的である業務に関連するものに限る。） 

オ 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び

公益財団法人                                              

                                                          

                                                          

                                              に対する寄附

金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、

当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

オ 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び

公益財団法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０

年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなおその効

力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１

項第２号及び第３号に規定する民法法人を含む。）に対する寄附

金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、

当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

カ 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対する

寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除

き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

カ 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対する

寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除

き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

キ 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に対

する寄附金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び出

資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法

人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

キ 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に対

する寄附金（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるもの及び出

資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、当該法

人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

ク 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更正保護法人に対 ク 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更正保護法人に対
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する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの

を除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限

る。） 

する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの

を除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限

る。） 

ケ 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託の信託財産と

するために支出した金銭 

ケ 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託の信託財産と

するために支出した金銭 

コ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の

２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附を

した者に特別の利益が及ぶと認められるもの、出資に関する業務

に充てられることが明らかなものを除く。） 

コ 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の

２第２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附を

した者に特別の利益が及ぶと認められるもの、出資に関する業務

に充てられることが明らかなものを除く。） 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の

市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第６２項及

び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第１１項において「申告書記載事項」という。）

を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項において「機構」とい

う。）を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わな

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定法人である内国法人は、

第１項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の

市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第６０項及

び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとさ

れている事項（次項及び第１１項において「申告書記載事項」という。）

を、法第７６２条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組

織を使用し、かつ、地方税共同機構（第１１項において「機構」とい

う。）を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わな
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ければならない。 ければならない。 

１０～１４ （略） １０～１４ （略） 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３

２１条の８第７１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、

これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段

の期間内に行う第９項の申告については、第１２項前段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を

受けたときは、この限りでない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３

２１条の８第６９項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、

これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段

の期間内に行う第９項の申告については、第１２項前段の規定は適用

しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を

受けたときは、この限りでない。 

１６ （略） １６ （略） 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第

１項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数

料は、甲賀市手数料条例に掲げる額とする。ただし、法第４１６条第

３項又は第４１９条第８項の規定により公示した期間において納税義

務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

第７３条の２ 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳        

                                                  の閲覧の手数

料は、甲賀市手数料条例に掲げる額とする。ただし、法第４１６条第

３項又は第４１９条第８項の規定により公示した期間において納税義

務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付手数料は、甲賀市手数料条例に掲げる額とする。 

第７３条の３ 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書                                          

          の交付手数料は、甲賀市手数料条例に掲げる額とする。 

付 則 付 則 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 
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２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合

は、５分の４とする。 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める割合

は、４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定する設備について同号に規

定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に

規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 
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１３ 法附則第１５条第２９項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３３項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割合

は、３分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第４３項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は

４分の３とする。 

 

１８ （略） １７ （略） 

１９ （略） １８ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０

項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅  又は同条第１０

項の熱損失防止改修専有部分  について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。 
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（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 （４） 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（５） 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（６） 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

（６） 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

１０ （略） １０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等

住宅又は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住

宅又は  同条第５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分  に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条

の９第９項に規定する熱損失防止改修工事  が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１１

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 （４） 熱損失防止改修工事  が完了した年月日 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（５） 熱損失防止改修工事  に要した費用及び令附則第１２条第３

１項に規定する補助金等 

（６） 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

（６） 熱損失防止改修工事  が完了した日から３月を経過した後に

申告書を提出する場合には、３月以内に提出することができなかっ

た理由 

１２及び１３ （略） １２及び１３ （略） 
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（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の

固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１

００分の５（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあっては、

１００分の２．５）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

第１２条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固

定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課

税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格

に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に１

００分の５                                                    

                  を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の固

定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

   付 則  

 （施行期日）  

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。  
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 （経過措置）  

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の甲賀市

税条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分

の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定

による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条

第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

 

 



議案第３４号 

 専決処分につき承認を求めることについて 

 上記の議案を提出する。 

   令和４年５月１３日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   専決処分につき承認を求めることについて        

甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のように専決処分

したから、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

                                      

                                      

専決第６号            

甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

別紙のとおり甲賀市国民健康保険税条例（平成１６年甲賀市条例第４６号）の一

部を次のように改正することにつき地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定に基づき専決する。 

 

   令和４年３月３１日 

                      甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 



甲賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 甲賀市国民健康保険税条例（平成１６年甲賀市条例第４６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第２項ただし書中「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただし

書中「１９万円」を「２０万円」に改める。 

第２３条中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改め

る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の甲賀市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 
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議案第３４号参考資料 

甲賀市国民健康保険税条例新旧対照表 

改正案 現行 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６５万円を超える場合においては、基礎課税額は、

６５万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が６３万円を超える場合においては、基礎課税額は、

６３万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が２０万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、２０万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所

得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。

ただし、当該合算額が１９万円を超える場合においては、後期高齢者

支援金等課税額は、１９万円とする。 

４ （略） ４ （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６

５万円を超える場合には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６

３万円を超える場合には、６３万円）、同条第３項本文の後期高齢者
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支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２０万円を超える場合には、２０万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１７万円を超える場合には、１７万円）の合

算額とする。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の甲賀市国民健康保険税条例の規定は、令和

４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 



 

 

議案第３５号 

専決処分につき承認を求めることについて 

上記の議案を提出する。 

令和４年５月１３日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴   

 

 



 

 

専決処分につき承認を求めることについて 

甲賀市病院事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のように

専決処分したから、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

専決第７号 

甲賀市病院事業設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

別紙のとおり甲賀市病院事業設置等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第１７

８号）の一部を次のように改正することにつき地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１７９条第１項の規定に基づき専決する。 

 

令和４年３月３１日 

甲賀市長  岩 永 裕 貴 

 

 

 



甲賀市病院事業設置等に関する条例の一部を改正する条例 

甲賀市病院事業設置等に関する条例（平成１６年甲賀市条例第１７８号）の一部

を次のように改正する。 

第３条第１項中「令和２年厚生労働省告示第５７号」を「令和４年厚生労働省告

示第５４号」に改める。 

付 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 



1/1 

議案第３５号参考資料 

甲賀市病院事業設置等に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

（診療費用等） （診療費用等） 

第３条 診療、処置、手術、その他の治療に要する費用及び入院料、薬

剤又は保健医療材料の費用は、診療報酬の算定方法（令和４年厚生労

働省告示第５４号）及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時

生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成３０

年厚生労働省告示第５１号）により算定した額とする。ただし、労働

者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による患者については

同法による額とし、健康保険診療以外の診療費用については別に市長

が定める。 

第３条 診療、処置、手術、その他の治療に要する費用及び入院料、薬

剤又は保健医療材料の費用は、診療報酬の算定方法（令和２年厚生労

働省告示第５７号）及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時

生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成３０

年厚生労働省告示第５１号）により算定した額とする。ただし、労働

者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による患者については

同法による額とし、健康保険診療以外の診療費用については別に市長

が定める。 

２及び３ （略） 

   付 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

２及び３ （略） 

 


	議案第３３号　専決処分につき承認を求めることについて
	議案第３４号　専決処分につき承認を求めることについて
	議案第３５号　専決処分につき承認を求めることについて

